
日付 申出人 苦情・ご要望内容 対応内容

令和 4年 4月 8日
一般通行人様

(口頭)

 「施設より車が飛び出してきて大変危険な目に合った。
(相手様も車両を運転)
運転手の運転業務除外及び職員教育を徹底して下さい。」との
ご要望を頂きました。

 4月12日～13日に会議及び委員会を経て指導方針を決定。
13日に所属長同席の元、当該職員に指導。
又、20日に本部より全職員宛に本件概要を周知すると共に「車
両運転(二輪を含む)に関する注意喚起」を発信致しました。

令和 4年 4月20日
ご利用者様
(口頭)

 連絡する条件が限られていたご親族へ条件外の用件で連絡す
る事案が発生。
「なぜこのような事が起こるのか。」とのご指摘を頂きまし
た。

 4月20日に情報取扱いに関する配慮の至らなさや連絡に関する
職員周知不足について謝罪。
情報管理方法の一部変更、職員への周知徹底を再度行う旨、ご
説明させて頂きました。

令和 4年 7月22日
ご家族様
(口頭)

 「妻が使用しているコップ(ストローマグカップ)のストロー
を挿す穴の縁が汚れている。以前も同様の事があった。」との
ご指摘を頂きました。(ご家族様も昼食介助を行うためご来園)

 管理者不在につき生活相談員がその場にて謝罪。
翌23日に物品提供時における注意事項の見直し・周知及び洗浄
方法の見直しを行う旨、管理者よりご家族様へお電話しご説明
させて頂きました。

令和 5年 2月 8日
一般通行人様

(口頭)

 ご利用者のお迎え時、ご自宅マンション前の歩道スペースに
停車待機中、歩行中の方より「通行の邪魔になる。」とのご指
摘を頂きました。
又、お持ちの携帯電話で送迎車両を撮影され、「通報する。」
との言葉を残し立ち去られました。

 その後の通報等はございませんでした。
駐車の際は、歩行スペースには十分留意するよう、再度事業所
内で確認致しました。

 ①「退所日の服装が入所日と同じであり、食べこぼしのシミ
もあった。
着替えをしていないのではないか。」との苦情を頂きました。

 ①他の洋服でも食べこぼしが発生し、衣類交換を行った旨を
ご説明差し上げ、配慮不足であった事をお詫び致しました。

 ②「髭剃りを入れていたのに髭が伸びたままであった。」と
の苦情を頂きました。

 ②剃り忘れであり、配慮不足をお詫び致しました。

 ③「リフト浴で浴槽に浸かれると思っていたが、シャワー浴
で浴槽に浸かっていない。」との苦情を頂きました。

 ③他使用機器の設置距離の関係上、使用が不可であったため
急遽入浴方法を変更した旨、ご説明させて頂きました。

令和 5年 2月20日
ご家族様
(口頭)

 (面会制限期間中に)個人のスマートフォンでのLINEビデオ通
話を希望して操作依頼したが、介護職員から「日曜日は忙しく
て対応出来ない」と言われた。
「代替案の提案も無く、不躾な対応であった。」との苦情を頂
きました。

 当園の対応について謝罪。
以下の対応についてご説明させて頂きました。
①個人判断で返答はしない旨を徹底する。
②代替提案等、配慮有る対応を心掛ける。

令和 5年 3月 6日
ご家族様
(口頭)

 「先月利用予約済だが、利用のお迎えの連絡も車も来ない。
」との苦情を頂きました。

 ご迷惑をおかけした事を謝罪。
以下の対応についてご説明させて頂きました。
①システムの操作手順を見直し、オペレーションを再調整す
る。
②他の関係書類も用いての二重チェックを徹底する。
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令和 5年 2月17日
ご家族様
(口頭)


